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2024.12.24 

詳細やご不明な点は弊所までお問い合わせください。社会保険労務士事務所あおぞらコンサルティング TEL:03-3526-4277 

担当:山崎 

あおぞらメールマガジンは毎月第２火曜日に広く皆さまへ人事・労務に関する情報をわかりやすくポイントを絞ってお届けしています。 

●vol.322 号（1 月 9 日発行）   
●vol.323 号（2 月 13 日発行） 
●vol.324 号（3 月 12 日発行） 
●vol.325 号（4 月 9 日発行）   
●vol.326 号（5 月 14 日発行） 
●vol.327 号（6 月 11 日発行） 
●vol.328 号（7 月 9 日発行）   
●vol.329 号（8 月 6 日発行）   
●vol.330 号（9 月 10 日発行） 
●vol.331 号（10 月 8 日発行）  
●vol.332 号（11 月 12 日発行） 
●vol.333 号（12 月 10 日発行） 

●誠に勝手ながら､12 月 28 日（土）～1 月 5 日（日）は年末年始休業とさせていただきます。 

2024 年「あおぞら Letter」の 
主な内容 

あおぞら Letter は毎月 1 回､第 4 火曜日にあおぞらコンサルティングのお客様向けに
人事･労務･社会保険などの､実務に活かせる情報をお届けしています。 

Vol.22 
1 月 23 日 

新年のご挨拶と今後の法改正の動向 
新年のご挨拶と今後の法改正の動き 

Vol.28 
7 月 23 日 

社会保険の適用拡大（第 3 弾） 
短時間労働者の社会保険加入事業所拡大 

Vol.23 
2 月 27 日 

令和 6 年度の年金額改定について 
賃金変動率､物価変動率等用いた改定率引き上げ 

Vol.29 
8 月 27 日 

社会保険・労働保険○×クイズ 
Q:半日・時間単位の有休付与は労使協定が必要等 

Vol.24 
3 月 26 日 

4 月以降の社会保険料の改定について 
労災・健康・介護保険料率の変更について 

Vol.30 
9 月 24 日 

育児介護休業法改正について①（育児編） 
令和 7 年 4 月・10 月施行の改正点について 

Vol.25 
4 月 23 日 

労働条件明示ルール改正 
新たに追加された労働契約書明示事項の項目について 

Vol.31 
10 月 22 日 

地域別最低賃金について 
令和 6 年 10 月以降の地域別最低賃金一覧表等 

Vol.26 
5 月 28 日 

高年齢・障害者雇用状況(等)報告書について 
報告対象企業および報告書作成上の注意点 

Vol.32 
11 月 26 日 

育児介護休業法改正について②（介護編） 
令和 7 年４月施行の改正点について 

Vol.27 
6 月 25 日 

在宅勤務手当の取扱いについて 
手当の性質、それに伴う賃金 or 実費弁償の考え方 
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産前産後期間の国民健康保険料免除について〈法改正〉 
教育訓練給付の電子申請について〈法改正〉 
建設業・自動車運転業務・医師等の時間外労働上限規制について〈豆知識〉 
障害者の法定雇用率が 2.3⇒2.5％引き上げについて〈豆知識〉 
割増賃金の算定における在宅勤務手当の取り扱いについて〈法改正〉 
デジタルマネー（○○pay など）での賃金受け取りについて〈豆知識〉 
子ども・子育て支援法等の改正について〈法改正〉 
社会保険の適用拡大について〈豆知識〉 
就業規則の備え付け方法について〈豆知識〉 
子の看護休暇・介護休暇の時間単位の取得について〈豆知識〉 
くるみん等の認定基準の変更について〈法改正〉 
企業型 DC・iDeCo の拠出限度額見直しについて〈法改正〉 

今年もありがとうございました。 
今年は、一段と物価が高騰する中、昨年に

引き続き賃金の大幅な引き上げや労働時間
の削減が求められ、人材の確保がより一層
難しい年となりました。 

あおぞらコンサルティングでは、社会保
険労務士資格を持った新たなメンバーが 2
名加わり、持続可能な体制づくりを大きく
進めることができました。 

その中でも、お客様サービスの向上と安
定的な提供のために、担当替えや勉強会な
どを実施することにより、だれもがどんな 

業務でもできるよう多能工化を推進してま
いりました。 

来年もあおぞらコンサルティングは、専
門性の高いサービスを安定的に提供しつ
つ、物価の上昇や職員の待遇改善に対応で
きる、持続可能な組織をみんなで力を合わ
せてつくってまいります。 

今年も大変お世話になりました。よいお
年をお迎えください。 

所⾧ 池田 直子


